
 

 

 

国立大学法人等ＰＦＩ事業の考え方 

（平成２７年度概算要求に向けて） 

 

 

平成２７年度概算要求におけるＰＦＩ事業については，以下の考え方とする。 

 

（１）国立大学法人等におけるＰＦＩ事業の考え方 

国立大学法人等が国立大学法人等施設整備費を活用したＰＦＩ事業を検討する際

には，以下のいずれかに該当する事業であることを基本とする。 

①教育研究施設（講義等，実験棟等）に，収入が得られる施設等（産学連携施設，

売店，自助努力による施設等）を一体的に整備する事業※１ 

②学生宿舎（留学生宿舎を含む），福利厚生施設，駐車場等の一定の事業収入が

得られる施設を整備する事業 

※１：本事業の検討例については，別紙１を参照 

 

さらに，「ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン」（平成25年６

月６日民間資金等活用事業推進会議決定）を踏まえて，以下に該当する取組につい

て，重点的に導入を検討することとする。 

【具体的な取組】 

①公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業 

②収益施設の併用・活用など事業収入等で費用を回収するＰＦＩ事業等 

③公的不動産の有効活用など民間の提案を活かしたＰＰＰ事業 

④その他の事業類型（ＥＳＣＯなど維持管理等を業績と連動した契約，複数の施

設の改修や維持管理等を包括した契約等） 

 

（２）事業評価のプロセス 

１．導入可能性調査の実施について 

国立大学法人等は，原則的に，各法人においてＰＦＩ導入可能性調査※２を実施し

た上で，ＰＦＩ事業の要求を行うこととする。 

※２：別紙２「ＰＦＩ導入可能性調査実施におけるポイント」参照 

 



２．事業評価について 

国立大学法人等施設整備費を活用したＰＦＩ事業の評価については，「第３次国

立大学法人等施設整備５か年計画」（平成23年８月26日文部科学大臣決定）の下，

国立大学法人等の施設整備を計画的かつ重点的に推進するため，国立大学法人等が

実施した導入可能性調査の結果や事業スキーム等を踏まえた上で，「ＰＦＩ事業評

価基準」に基づき，有識者による検討を行うこととする。 

 



別紙１ 

ＰＦＩ事業の検討例 

 

 

 

 

※事業方式（ＢＴＯ方式，ＢＯＴ方式等）は各事業の実情に応じて選択 

国立大学法人 

の経営努力 

省庁等 

●受益者負担による整備 
 
 

収入のある施設 
（売店，寄宿舎等） 

●外部資金等を活用した

整備 
 
 
産学連携施設等 
（共同研究レンタルラボ等） 

●国立大学法人の自助努 
力による整備 

 
 
基礎的な教育研究部分 
（講義棟・実験棟など） 

一般企業等 

施設整備費 
補助金 

●国立大学法人等施設整 
備費による整備 

 
 

文部科学省 

奨学寄附金等 

目的積立金 

＋ 

基礎的な教育研究部分 
（講義棟・実験棟など） 

施設使用料 
（レンタル料）

競争的研究経費 
（ＣＯＥ等） 

施設利用者 
利用料金 

一般企業等 

一般的な研究者のためのスペース 

建 設 費：施設整備費補助金 

維持管理費：大学経費 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：事業期間の割賦払い 

学生・教職員のサービス向上につなが

るスペース 

建 設 費：利用料金等 

維持管理費：利用料金等 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：事業期間の割賦払い 

競争的研究経費（ＣＯＥ等）を獲得し

た学内研究者や，産学連携企業との

研究スペース等 

建 設 費：施設利用料等 

維持管理費：施設利用料等 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：事業期間の割賦払い 

法人の自助努力により確保するスペ

ース 

建 設 費：目的積立金等 

維持管理費：目的積立金等 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：建設費は建設期間

中の出来高に応じた

支払又は事業期間の

割賦払い 

維持管理費は事業

期間の割賦払い 

施設利用者 
利用料金 

●事業者の独立採算によ

る整備（事業者提案） 
 
 民間収益施設 
（レンタルオフィス，賃貸 
住宅等） 

ＰＦＩ本体事業と一体的に実施すること

により，相乗効果を発揮するとして，民

間事業者が提案に基づき，自らの責任

及び費用負担で行うもの（費用は事業

期間中に回収） 

＋ 

○国立大学法人等施設整備費のほか，法人の主体的な自助努力によって確保される

多様な財源を活用したＰＦＩ事業 

一体的に整備 



別紙２ 

 

 

 

ＰＦＩ導入可能性調査実施におけるポイント 

 

 

 

 （１）自己資金等の活用等 

自己資金等の活用等により財政面で創意工夫がなされた事業か。 

 

 （２）事業規模等 

ＰＦＩ事業として，採算可能な規模等が確保されているか。また，計画内容はま

とまっているか。事業方式等は適正か。 

 

 （３）民間事業者の創意工夫の発揮 

事業の実施に当たり，民間事業者のノウハウが活用できる余地が見込める事業と

なっているか。また，民間事業者の競争を促すような魅力ある事業内容となってい

るか。 

 

 （４）適切なリスク分担 

民間事業者と大学法人で明確なリスク分担ができるか。また，民間事業者が担う

リスクは，民間事業者の責任で処理できる内容か。  

 

 （５）大学の事務体制 

実施に向けて十分な体制が整っているか。また，全学的な責任体制が構築されてい

るか。 


